
 

来年４月から､企業活動や国民生活におけるもっとも基本的なルールを定めた民法が大改正されます。経済や

社会情勢の変化に対応し､消費者保護を重視した「債権法」の改正対象は約２００項目にも及び､企業や消費者の

契約ルールが大幅に変わります。 そこで本講座では､企業活動に大きな影響を及ぼす「改正・債権法」や「債権管

理」の重要ポイントに絞ってわかりやすく解説します 

・売掛金などの債権の時効期間が変わります 
・個人保証の要件が厳しくなります 
・敷金の取扱い､修繕関係の権利義務が 

明確になります 
・定型約款についての規定が新設されます 

①売買契約書の見直しポイント 

②請負契約書の見直しポイント 

③賃貸借契約書の見直しポイント 

企業の法務部にて１１年間に亘り月１００件
以上の契約書作成・審査実務に携わり､法
務分野の社内エキスパートとなる。２０１３年
に行政書士として独立し､企業から個人まで
の契約書作成や顧問先の指導と共に､各地
の商工団体等のセミナー講師として活躍中。 

  

事業所名  会員確認 法人会 ・ 会議所 ・ 雇対協 ・ その他 

所 在 地  連 絡 先 TEL          FAX 

受講者名  受講者名  

 ＊個人情報の取り扱いについては､当会の事業活動以外の目的では利用することはありません。 

※切り取らずに送信してください。 ＦＡＸ ０２３８-８８-３８２３ 

企業取引･経営に 
大きく影響する 


